
 

 

 

 

核燃料輸送物設計変更承認申請書の一部補正について 

 

 

NDC社発第２２－３７３号 

令和４年１２月２２日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

住所 茨城県那珂郡東海村舟石川６２２番地１２ 

                   氏名 ＭＨＩ原子力研究開発株式会社      

取締役社長 南雲 浩行 

 

 

  令和４年９月２６日付 NDC社発第２２－２８９号をもって申請しました核燃料輸送物

設計変更承認申請書について、下記の通り一部補正を致します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 １ 核燃料輸送物の名称 

    ＭＳ－１型 

 

 ２ 核燃料輸送物設計承認番号 

    Ｊ／１２４／Ｂ（Ｍ）－９６（Ｒｅｖ．１） 

 

３ 変更内容 

・ 平成 20 年 4 月 22 日付 19 諸文科科第 4879 号（平成 25 年 4 月 22 日付原管廃発第

1304191 号をもって期間更新、平成 30 年 4 月 11 日付原規規発第 1804113 号をもっ

て期間更新）により承認を受けた核燃料輸送物設計変更承認申請書（以下「既承認

申請書」という。）の記載事項について別記の通り変更する。 

・ 既承認申請書別紙「輸送容器の設計及び核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場

合の核燃料輸送物の安全性に関する説明書」について、下記の変更を行う。 

・ 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（以下「外運搬

規則」という。）及び核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する

技術上の基準に係る細目等を定める告示（以下「外運搬告示」という。）の改正

を踏まえて、使用予定期間中の経年変化の評価を行った。その結果を（ロ）章

Ｆ「核燃料輸送物の経年変化の考慮」（追加）及び（ロ）章Ｇ「外運搬規則及び

外運搬告示に対する適合性の評価」（従前の（ロ）章Ｆ）に記載する。 

・ (ハ)章「品質マネジメントの基本方針」を削除し、「輸送容器の保守及び核燃料

輸送物の取扱方法」を（ハ）章に、「安全設計及び安全輸送に関する特記事項」

を（ニ）章に変更する。 

・ 蓋締付ボルトの材料規格を追加する。 

・ 別紙 2「輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る。）に関する説明

書」を追加する。 

・ その他記載の見直しを行う。 

   

 ４ 変更理由 

・ 外運搬規則及び外運搬告示が改正されたため。 

・ 今後の保全維持のため、入手性、調達性を考慮して現在の蓋締付ボルトと同等の規

格を追加するため。 

・ 記載を適正化するため。 

   



別紙  

１． 輸送容器の設計及び核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物

の安全性に関する説明書（輸送物安全解析書） 

２． 輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る。）に関する説明書 

 

以上



別記－1 

別記 

１．核燃料輸送物の名称 

  ＭＳ－１型 

 

２．輸送容器の外形寸法、重量及び主要材料 

（１） 輸送容器の外形寸法 

外径 ： 約１．１ｍ（緩衝体含む） 

高さ ： 約３．３ｍ（緩衝体含む） 

（２） 輸送容器の重量 

約 ９，５５０ｋｇ 

（３） 核燃料輸送物の総重量 

９，６００ｋｇ以下（架台を含まず） 

（４） 輸送容器の主要材料  

外筒      ： ステンレス鋼 

内筒      ： ステンレス鋼 

蓋       ： ステンレス鋼 

バスケット   ： ステンレス鋼 

ガンマ線遮蔽体 ： 鉛 

断熱材     ： キャスタブル（酸化アルミニウム） 

緩衝体     ： バルサ、米杉 

（５） 輸送容器の概略を示す図 

図１のとおり。 

詳細形状は、本核燃料輸送物の核燃料輸送物設計変更承認申請書(令和４年９月

２６日付 NDC社発第２２－２８９号)に係る別紙１の（イ）－第Ｃ．２図から（イ）

－第Ｃ．１４図まで及び収納物の形状を別紙 1 の（イ）－第Ｄ．１図から（イ）

－第Ｄ．２９図までに示されている。 

 

３．核燃料輸送物の種類 

ＢＭ型輸送物 

 

４．収納する核燃料物質等の種類、性状、重量及び放射能の量 

  表１のとおり。 

 

５．輸送制限個数 

 （１）輸送制限個数  ： 該当しない 

 （２）配列方法    ： 該当しない 

（３）臨界安全指数  ： 該当しない 



別記－2 

６．運搬中に予想される周囲の温度の範囲 

－２０℃から３８℃まで 

 

７．収納物の臨界防止のための核燃料輸送物の構造に関する事項 

該当しない 

 

８．臨界安全評価における浸水の領域に関する事項 

該当しない 

 

９．収納物の密封性に関する事項 

  本輸送容器の密封装置は、内胴、上部蓋、シャッタ蓋、下部蓋及び下部蓋に設けた気密

漏えい検査孔蓋より構成される容器とこれに付属するＯリング並びに締付ボルトにより

構成され、Ｏリングにはエチレンプロピレンゴムを用いる。 

 

１０．ＢＭ型輸送物にあっては、ＢＵ型輸送物の設計基準のうち適合しない基準についての

説明 

   －４０℃の周囲の温度において、き裂、破損等の生じるおそれがないことが確認され

ていない。 

 

１１．輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱いに関する事項 

   輸送容器の保守及び定期自主検査並びに核燃料輸送物の取扱いについては、本核燃

料輸送物の核燃料輸送物設計変更承認申請書(令和４年９月２６日付 NDC社発第２２－

２８９号)に係る別紙のとおり。 

 

１２．輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る。）に関する事項 

   輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る。）については、本核燃料

輸送物の核燃料輸送物設計変更承認申請書(令和４年９月２６日付 NDC社発第２２－２

８９号)に係る別紙のとおり。 

 

１３．その他特記事項 

   本輸送容器の使用予定期間を６０年、使用期間を通しての輸送予定回数を計３００

回、また 1回の輸送期間を通常最長１か月としている。 

   外運搬規則等の改正に伴い本輸送物に係る技術上の基準が変更となった場合及び新

たな技術的知見が得られた場合は、設計への影響を評価し、必要に応じて核燃料輸送物

設計変更承認申請書等の手続きを行う。  

   詳細については、別紙 1の通り。



別記－3 

（別紙記載事項） 

別紙 1 輸送容器の設計及び核燃料物質等を当該輸送容器に収納した場合の核燃料輸送物

の安全性に関する説明書（輸送物安全解析書） 

   イ 核燃料輸送物の説明………………………………………………………（イ）章 

   ロ 核燃料輸送物の安全解析…………………………………………………（ロ）章 

   ハ 輸送容器の保守及び核燃料輸送物の取扱方法…………………………（ハ）章 

   ニ 安全設計及び安全輸送に関する特記事項………………………………（ニ）章 

 

別紙 2 輸送容器に係る品質管理の方法等(設計に係るものに限る。) に関する説明書 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































別紙２ 

 

 

輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る。）に関する説明書 

 

 

（記載事項） 

１．輸送容器に係る品質管理の方法等 

（設計に係るものに限る。）に関する説明・・・・・・・・・・・・（イ）章 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

（イ）輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る。）に関する説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（イ）章 輸送容器に係る品質管理の方法等（設計に係るものに限る。）に関する説明 

（イ）－Ａ 品質マネジメントシステム  

ＭＨＩ原子力研究開発株式会社（以下「当社」という。）は，品質保証活動、環境経営活

動及び安全衛生活動（以下、各活動という）を円滑、かつ適切に実施するために必要な要求

事項を反映した品質・環境・安全衛生マネジメントシステム（以下、マネジメントシステム

という）を確立し、文書化し、実施し、維持する。また、このマネジメントシステムの実効

性を維持するため、その改善を継続的に実施する。 

当社のマネジメントシステムは、安全文化及び安全のためのリーダーシップによって、原

子力利用における 3S（原子力安全、核セキュリティ、保障措置）の「原子力安全」を達成・

維持・向上することを目的とする。 

当社は、各活動体系（プロセスマネジメント体系）を構築し、品質マニュアル及び関連す

る文書（社内規定）を制定し、各活動の重要度に応じて、次の事項を実施する。 

(a) マネジメントシステムに必要なプロセス※1を明確にし、各部門への適用を明確にする。 

(b) プロセスの順序及び相互の関係（組織内のプロセス間の相互関係を含む）を明確に

し、プロセスに必要なインプット、及びプロセスから期待されるアウトプットを明確

にする。 

(c) プロセスを効果的に運用し、管理するために必要な活動指標及び判断基準を明確にす

る。 

(d) プロセスの運用及び監視を実行するために必要な資源及び情報を明確にし、確実に利

用できるようにする。また、各活動の重要度に応じて資源を適切に配分する。 

(e) プロセスを監視し、測定し、分析する。ただし、監視測定することが困難である場合

は、この限りでない。 

(f) プロセスに関する責任及び権限を割り当てる。 

(g) プロセスを評価し、計画通りの結果を得、実効性を維持するために必要な処置(計画

を達成できないリスク、あるいは超過達成する機会への取り組み及びプロセスの変更

を含む)及び継続的な改善を達成するのに必要な処置を実施する。 

(h) 製品※2の要求事項への適合性に影響を与えるプロセスを外部委託する場合には、その

プロセスを確実に管理する。 

(i) マネジメントシステムの運用において、原子力安全(放射線被ばくから個人、社会、

環境を守ることを意味する。以下同様)に対する重要度に応じて、マネジメントシス

テム要求事項の適用を決定する。 

(j) 原子力事業で考慮すべきリスク※3を明確にして活動する。 

(k) 施設、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度に応じて、適正なマネジ

メントシステムの運用を行う。 

(ｲ)－1 



(l) 原子力の安全とそれ以外の事項において、意思決定の際に対立が生じた場合には原

子力の安全を確保する。 

                                                                                                
※1：プロセス 

インプットを使用して意図した結果を生み出す、相互に関連する又は相互に作用する一連の

活動。 

※2：製品 

組織と顧客との間の処理･行為無しに生み出され得る、組織のアウトプット。 

※3：原子力事業で考慮すべきリスク 

・施設若しくは機器等の品質又は品質保証活動に関連する原子力の安全に影響を及ぼす恐れの

あるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ。 

・機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は各活動が不適切に計画され、もしく

は実行されたことにより起こりうる影響。 

 

Ａ．１ 品質マニュアル 

当社は、マネジメントシステムの要求事項を満たすため、品質マニュアルとして社共

通マニュアル「品質・環境・安全衛生マニュアル」を作成し、マネジメントシステムの

最上位文書として位置付け、維持する。社共通マニュアル「品質・環境・安全衛生マニ

ュアル」には次の事項を含める。 

(a)マネジメントシステムの適用範囲 

(b)マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項 

(c)各活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項 

(d)マネジメントシステムに関する文書化された手順、又はそれらを参照する下位文書 

(e)マネジメントシステムのプロセス及び相互関係に関する事項 

Ａ．２ 文書管理 

当社は、マネジメントシステムで必要とされる文書を管理する。文書の管理には、

次の事項を含める。 

(a)組織として承認されていない文書の使用または適切ではない変更の防止 

(b)文書の組織外への流出等の防止 

(c)文書の発行及び改定に係るレビューの結果、当該レビューの結果に基づき講じた処

置並びに当該発行及び改定を承認した者に関する情報の維持 

 

当社は、要員が判断及び決定をするに当たり、適切な文書を利用できるよう、各活

動に必要な文書の管理を、社内規定に従って実施する。 

(a)文書の作成に当たっては、審査及び承認に対し責任を有する者を明確にし、発行前

に文書の妥当性の審査及び承認を行う。また、必要に応じて更新し、再承認する。 

(b)文書の変更に当たっては、その変更の必要性について評価するとともに、原則として

作成時と同じ手順で変更の妥当性を審査、承認し、発行、配布等の管理を行う。 

(c) 文書の変更の必要性の評価及び変更の妥当性の審査には、対象文書に定められた活

動の実施部門の要員を参画させる。 

(ｲ)－2 



(d) 変更した文書は識別表示すると共に改定来歴を作成し、現在有効な版を明示する。 

(e) 文書は、正確かつ読みやすく、容易に識別できるように個別の文書番号を採番し、

管理する。頁単独での識別のため、文書の全頁に文書番号（改定番号、通し頁を含

む）を付す。 

(f) 常に適切かつ最新の文書が必要なときに必要なところで使用されるよう、管理台帳

等により発行、配布及び保管の管理を行う。 

(g) 旧文書は、廃棄の要領を定めて確実に廃棄する。なお、旧文書を廃棄しない場合は、

旧文書の誤使用を防止するため、旧文書であることを識別表示する。 

(h) 社外から受領した文書（図面等を含む）は、識別し、適正に使用されるよう配布及

び保管の管理を行う。 

(i) 機密文書（社外から受領した文書を含む）については、社内標準に従って機密管理

を行う。 

(j) 電子的文書についても必要に応じ管理文書として管理する。 

Ａ．３ 品質記録の管理（記録管理） 

当社は、マネジメントシステムの効果的運用及び要求事項への適合の客観的証拠を残

すために作成する品質記録を明確にし、重要度に応じて管理する。 

(a)品質記録の作成に当たっては、発行に対し責任を有するものを明確にし、発行前に

内容に間違いが無いかどうかの観点から確認を行う。 

(b)品質記録は、正確かつ読み易く、容易に識別、検索できるよう、必要により品質記

録番号を採番し、管理する。 

(c)品質記録の管理は、電子媒体、紙、写真、フィルム等の適切な形態で、必要に応じ

て管理台帳を設け、分類、識別し、検索が容易で、劣化や損傷を最小にし、紛失・

散逸を防止するのに適した方法で行う。 

(d) 保管期限を過ぎた品質記録は、適切な方法で廃棄する。品質記録の廃棄に際しては、

必要に応じて顧客へ報告の後、廃棄する。なお、品質記録の保管期間終了後は、PDF

ファイル保管等の継続保管の要否検討を含めて廃棄を判断する。 

(e) 電子的記録についても必要に応じ品質記録として管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ)－3 



（イ）－Ｂ 申請者の責任 

Ｂ．１ 経営者の責任 

Ｂ．１.１経営者のコミットメント 

社長は、マネジメントシステムの構築及び実施、並びにその実効性を継続的に改善す

ることに対するリーダーシップ及びコミットメントを実証するため、以下を行う。 

(a) マネジメントシステムの実効性について説明責任を負う。 

(b) 組織の状況及び戦略的な方向性と両立する品質方針及び品質目標を確立する。 

(c) 組織の意思決定に際し、機器及び個別業務等が要求事項に適合し、かつ、原子力の

安全がそれ以外の事由（コスト、納期等）により損なわれないようにする。 

(d) 社共通マニュアル「品質・環境・安全衛生マニュアル」を制改定し、品質目標として、

年度毎に社の各活動計画を設定する。 

(e) マネジメントレビューとして、各活動状況を定期的に見直し、マネジメントシステ

ムがその意図した結果を達成するよう、継続的な改善を行う。 

(f) 各活動に必要な資源を提供する。 

(g) 原子力安全を最優先に位置付け、原子力安全文化を醸成するための活動を推進する。 

(h) 各活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを要員に認識させる。 

(i) 関係法令を遵守すること、その他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周

知する。 

(j) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優先順位及び説明

責任を考慮して確実に実施されるようにする。また、組織全体の安全文化のあるべき

姿を明確にする。 

Ｂ.２  品質方針 

社長は、品質方針として次の事項を満たす品質・環境・安全衛生方針を確立し、実施

し、維持するため、以下を行う。 

(a) 品質方針は、社是、社方針に基づく当社の目的及び状況に対して適切なものとし、

組織の戦略的な方向性を示すものとする。 

(b) 要求事項への適合及びマネジメントシステムの実効性の継続的改善に対する関与

を含める。 

(c) 品質目標（活動計画）の設定及びレビューのための枠組みを作る。 

(d) 社全体に伝達、周知し、理解されるようにする。  

(e) 適切性の持続のためのマネジメントレビューを行う。 

(f) 健全な安全文化を醸成することに関するものを含める。 
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   Ｂ．３ 計画 

    Ｂ．３．１ 品質目標（活動計画） 

社長は、品質方針を実現するため、毎年度始めに各活動における当年度の品質目標

（活動計画）を設定し、各部門に品質目標達成のための活動計画を策定させる。また、

マネジメントレビューを実施し、品質方針、品質目標と各部門の活動計画の整合性を

確認する。 

(a) 品質目標には、製品要求事項を満たすために必要な目標を含み、顧客満足の向上に

関連しなければならない。 

(b) 品質目標を達成するための計画には、次の事項を含めなければならない。 

①実施事項 

②必要な資源 

③責任者  

④実施事項の完了時期 

⑤結果の評価方法 

(c) 品質目標は、その達成度が測定可能で品質方針と整合が取れていなければならない。 

(d) 品質目標は、適宜監視し、必要に応じて更新する。 

(e) 品質目標は、社員へ通知、公開し、当社全体の周知を図る。 

Ｂ．３．２ マネジメントシステムの計画 

社長は、品質目標に加えてマネジメントシステムの要求事項を満たすため、事業計

画を策定し、必要な経営資源、必要なプロセスを確保する等のマネジメントシステム

に対する計画を明らかにする。 

Ｂ．３．３ マネジメントシステムの変更 

社長は、マネジメントシステム変更(プロセス及び組織等の変更を含む)の計画、実

施に当たっては、システムが有効な状態を維持する。この場合において、各活動の重

要度に応じて、次の事項を適切に考慮する。 

(a) マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果 

(b) マネジメントシステムの実効性の継続的な維持 

(c) 資源の利用可能性 

(d) 責任及び権限の割り当て 

Ｂ.４ マネジメントレビュー 

社長は、トップマネジメントとして当社のマネジメントシステムが、引き続き、適切、

妥当、かつ有効であることを確実にするため、予め定められた間隔でマネジメントシス

テムをレビューする。このレビューでは、マネジメントシステムの改善の機会の評価、

並びに品質方針及び品質目標を含むマネジメントシステムの変更の必要性の評価も行

う。 
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Ｂ.５ 責任及び権限 

Ｂ５.１工事品質保証体制 

当社の工事品質保証体制を(イ)－第Ｂ．１図の組織図の通り定める。 

(a) 当社の工事品質保証活動の最高責任者は、社長とする。 

(b) 当社の工事品質保証活動の取り纏め部門を技術推進･品質保証部とし、工事品質保

証活動の推進、実務を品質保証室が担当する。 

(c) 当社の工事品質保証活動は、社内全 5部門（管理部、安全管理部、試験部、研究部、

技術推進・品質保証部）により実施し、それぞれの活動を各部門長が統括する。 

(d) 工事品質保証委員会は、工事品質保証活動状況について社長が定期的見直しを行う

マネジメントレビューの場として開催する。 

(e) 工事品質保証連絡会は、社内の工事品質保証活動に係わるコミュニケーションを図

る情報共有の場として開催する。 

なお、申請者、容器製造者等の組織について、責任体制に係る関係を（イ）－第Ｂ．２図

に示す。  

Ｂ.５.２工事品質保証最高責任者(社長) 

社長は、当社の工事品質保証活動における最高責任者として、製品品質に影響する業務を

管理、実行、検証するすべての要員の責任と権限及び相互関係を明確にし、社内に伝達する。 

(a) 工事品質保証計画書に定めるすべての活動に関する最終的責任と権限は、工事品質

保証最高責任者である社長に帰属する。 

(b) 各部門、各階層の間のコミュニケーションを確実にし、自らの責任と権限を行使する

ため、工事品質保証活動の管理責任者として、技術推進･品質保証部長を工事品質保

証責任者に任命し、記録を管理する。なお、工事品質保証責任者には、技術推進・品

質保証部長に替えて、管理者層から他の適任者を選任することもある。 

(c) 工事品質保証体制を構築し、工事品質保証活動全体を総括する。 

(d) 工事品質保証計画書を制改定する。 

(e) 品質方針を実現するため、工事品質保証における品質目標として、年度毎の社工事品

質保証活動計画を設定する。活動計画の設定では、前年度活動結果を踏まえ、当社の

工事品質保証活動の課題を明確にする。工事品質目標は、その達成度が判定可能で、

品質方針と整合のとれたものとする。 

(f) マネジメントレビューとして、工事品質保証活動状況を定期的に見直し、工事品質保

証活動がその意図した結果を達成するよう、継続的に改善を行う。 

(g) 工事品質保証活動に必要な資源を提供する。 

(h) 原子力安全を最優先に位置付け、原子力安全文化を醸成するための活動を推進する。 
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Ｂ.５.３ 工事品質保証責任者 

  工事品質保証責任者は、工事品質保証活動の管理責任者として、与えられている他の責任

と関わりなく、コスト及び工程から十分な独立性を持つ立場より、以下に示す責任と権限を 

有する。      

(a) 各部門長を指揮し、工事品質保証活動に必要なプロセスの確立、実施及び実効性の

維持を行う。 

(b) 当社の工事品質保証活動を円滑に推進するため、品質保証室長に工事品質保証活動

の実務を実施させる。 

(c) 工事品質保証計画書の維持管理に責任を持ち、工事品質保証活動の企画、推進、フ

ォローを行う。 

(d) 工事品質保証活動の成果を含む実施状況とその実効性を確認するため、内部工事品

質保証監査を実施し、その結果と改善の必要性の有無について社長に報告する。 

(e) 不適合の収集、分析及び工事品質保証上の重大な問題について社長に報告する。 

(f) 全社に亘って、顧客要求事項に対する認識を確実に高めるように工事品質保証活動

を統括する。 

(g) 健全な安全文化を育成し、維持することにより、原子力の安全の確保についての認

識が向上するようにする。 

(h) すべての要員が関係法令を遵守するようにする。 

(i) マネジメントレビューにおける決定事項について、必要な措置を実施する。 

(j) 社内の工事品質保証活動の概要を全社に周知するため、電子掲示板に工事品質保証

活動情報を掲載し、適切な更新を行う。 

    Ｂ.５.４ 品質保証室長 

      品質保証室長は、工事品質保証責任者を補佐し、当社の工事品質保証活動の実務を取り

纏め、推進する。また、工事品質保証活動に係る実務を行うため、品質保証室員から工事

品質保証担当者を選任する。 

Ｂ.５.５ 工事品質保証担当者 

工事品質保証担当者は、品質保証室長を補佐し、当社の工事品質保証活動に係る実

務として、以下の活動を実施する。 

(a) 工事品質保証活動に係る各部門との調整・連絡 

(b) マネジメントレビュー記録作成 

(c) 工事品質保証委員会、工事品質保証連絡会開催に係る取りまとめ 

(d) 工事品質保証活動に係る不適合処置状況の管理 

(e) 内部工事品質保証監査実施に係る取りまとめ 

Ｂ.５.６  管理者（部門長） 

部門長は、(イ)－第Ｂ．１図の工事品質保証体制に示す指揮系列で社長の指揮を受け、
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自部門の業務を統括し、以下に示す責任と権限を有する。 

(a) 担当業務を実施するに当たり、部門長不在時代行者の指名を含む自部門内の業務分

担を明確にし、文書化する。 

(b) 担当業務を実施するに当たり、個別業務のプロセスを確立し、実施するとともに、

その実効性を維持する。 

(c) 社長の提示する年度毎の品質目標（社工事品質保証活動計画）に従って、各部門の

品質目標達成のための活動計画（部工事品質保証活動計画）を設定する。 

活動計画の設定では、前年度活動結果を踏まえ、自部門の課題を明確にする。 

(d) 自部門の工事品質保証活動を統括すると共に、活動の実施状況とその実効性を評価

し、適宜改善を図る。 

(e) 健全な安全文化を育成し、維持する。 

(f) 関係法令を遵守し、自部門の要員が関係法令を遵守するよう監督･指導する。 

(g) 部門長は、与えられた責任及び権限の範囲において、原子力安全のためのリーダー

シップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。 

①工事品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を

監視測定する。 

②要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積

極的に行えるようにする。 

③原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達 

する。 

④常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を要員に定着させるとともに、要員が、積

極的に原子力安全に関する問題の報告を行えるようにする。 

⑤要員が、積極的に業務の改善に対する貢献を行えるようにする。 

(h) 部門長は、管理監督する業務に関する自己評価（安全文化についての弱点のある分

野及び強化すべき分野に係るものを含む）を、あらかじめ定められた間隔で実施す

る。 

(i) 自部門の工事品質保証推進担当者を毎年度選任し、自部門の工事品質保証活動の推

進、取りまとめに当たらせる。 

Ｂ.５.７ 工事品質保証推進担当者 

工事品質保証推進担当者は、自部門の工事品質保証活動の推進、取りまとめを行う

とともに、工事品質保証委員会及び工事品質保証連絡会の構成員として活動する。 
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(イ)－第Ｂ．１図 工事品質保証組織図 

  

 

 

                

                

 

  

 

(イ)－第Ｂ．２図 輸送容器の申請者，容器設計・製作に係る関係 

 

申請者／当社 

容器設計者／製作者 

・発注先の能力評価（品質保証含む） 

・発注等の文書確認 

・発注先の品質保証監査（必要に応じて） 

・設計文書等の確認 

・製作工程等の管理 

・品質マネジメント 

・設計文書等の管理 
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（工事品質保証最高責任者） 

工事品質保証委員会 

工事品質保証連絡会 

安 全 管 理 部 

（工事品質保証推進担当者） 

 

技術推進･品質保証部 

品質保証室 

（工事品質保証担当者） 

技術推進室 

ホット試験室 

材料技術開発室 

化学試験室 

試 験 部 

（工事品質保証推進担当者） 

 

原子炉化学技術開発室 

構造技術開発室 

研 究 部 

（工事品質保証推進担当者） 

 

管理課 

情報システムグループ 

 

管 理 部 

（工事品質保証推進担当者） 

施設管理グループ 

 

大宮管理室 

 

工事品質保証責任者 

保守点検 

輸送管理 

発注管理 

 品 質 保 証 室 

(工事品質保証担当者) 
品質保証 



（イ）－Ｃ 教育・訓練  

Ｃ.１ 資源の提供 

当社は、工事品質保証活動を実行し、維持し、その実効性を継続的に改善し、原子力

の安全を確実なものとするため、及び顧客の要求事項を満たし、顧客満足を向上させる

ために必要な経営資源（要員、インフラストラクチャー、サービス及び適正な作業環境、

その他必要な資源等）を、社内規定に従って、提供する。 

Ｃ.２ 人的資源 

(a) 要員 

部門長は、製品品質に影響がある業務に要員（協力会社員を含む、以下同じ）を

従事させる場合は、必要な力量を明確にし、教育、訓練、技能及び経験から判断し

て必要な力量を有する要員を従事させる。 

(b) 力量及び教育･訓練 

部門長は、製品品質に影響がある業務に従事する要員に対し、業務に必要な力量

を確保するために教育・訓練その他の措置（必要な力量を有する要員を新たに配属

し、又は雇用することを含む）を実施する。 

部門長は、要員の業務に必要な力量を習得、維持、向上させることを目的として、

対象者の知識、経験、熟練度に応じた教育･訓練を別途定める社内規定に従って実施し

（協力会社員の教育･訓練を所属会社に依頼する場合は、その結果についての報告を受

ける）、その結果の実効性を評価し、該当する記録を作成して管理する。 

Ｃ.３ 工事品質保証教育 

工事品質保証責任者は、製品品質に影響がある業務に従事する要員に対し、自らの

活動が工事品質保証活動の実効性を維持するために持つ意味と重要性、並びに品質目標

の達成に向けて自らがどのように貢献できるかを認識させ、原子力の安全に対する当該

業務の重要性を認識させることを目的として、以下の項目から適宜選択し、自ら又は適

任者に依頼して、工事品質保証教育を年１回以上実施し、その結果の実効性を評価し、

該当する記録を作成して管理する。 

(a) 工事品質保証計画書及び当年度の品質目標 

(b) 不適合管理要領及び過去の不適合事例と再発防止対策の確認 

(c) 原子力安全意識と倫理観  

(d) 工事品質保証計画書引用規格の要求事項 

(e) その他工事品質保証に関するトピックス 
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（イ）－Ｄ 設計管理（設計開発） 

   Ｄ.１ 設計・開発の計画 

(a) 設計･開発の実施に当たっては、関連設計、法令･規格･基準、顧客要求事項を考慮

して設計･開発計画を策定（不適合及び予期せぬ事象の発生等を未然に防止するた

めの活動を行うことを含む）し、設計･開発を管理する。 

(b) 設計･開発計画の策定に当たっては、次の事項を明確にする。 

①設計･開発の段階（プロセス）、性質、期間及び複雑さの程度 

②設計･開発の各段階に適したレビュー、検証及び妥当性確認 

③設計･開発に関する責任及び権限 

④設計･開発に必要な資源 

(c) 効果的なコミュニケーションと責任の明確な割当を確実にするため、関係部門との

設計取り合い点（インターフェース）情報を明確にする。これらの情報は、定めら

れた伝達ルートで入手し、文書で確認する。 

(d) 策定した設計･開発計画は、設計･開発の進行に応じて適切に変更する。 

※：設計･開発には設備、施設、ソフトウェア及び手順書に関する設計･開発を含む。 

Ｄ.２ 設計・開発へのインプット 

設計要求事項に関連するインプット情報を明確にし、記録を管理する。 

(a) 設計･開発へのインプット情報には次の事項を含める。 

①製品の機能及び性能に関する要求事項 

②適用される法令･規制要求事項 

③適用可能な場合には、以前の類似した設計から得られた情報 

④設計に不可欠なその他の要求事項 

(b) 設計要求事項に関連するインプット情報が適切なものであるかどうかをレビューし、

承認する。要求事項には、漏れが無く、曖昧でなく、相反しないことを確認する。 

Ｄ．３ 設計・開発からのアウトプット  

設計･開発からのアウトプット（設計図面、設計計算書、技術仕様書等）は、設計･

開発へのインプット情報と対比した検証ができるような様式で提示する。また、プロセ

スの次の段階に進む前に承認を受ける。 

(a) 設計･開発からのアウトプット情報は次の通りとする。 

①設計へのインプット情報で与えられた要求事項を満たす。 

②調達、機器等の使用及び個別業務の実施に対して適切な情報を提供する。 

③製品の合否判定基準を含むか、又は参照している。 

④安全な使用及び適正な使用に不可欠な製品の特性を明確にする。 

(b) 設計･開発のアウトプットは、要求事項がすべて満たされていることを確認の上、上

位者の審査、承認を受け、正式文書とする．また、必要に応じ、顧客の承認を得る。 
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  Ｄ．４  設計・開発のレビュー 

(a) 設計･開発の適切な段階において、次の事項を目的として、体系的なレビューを行う。 

①設計･開発の結果が要求事項を満たすことができるかどうかを評価する。 

②問題を明確にし、必要な処置を提案する。 

(b) レビューへの参加者には、レビューの対象となっている設計に関係する部門の代表

者が含まれていなければならない。 

(c) レビューの結果及び必要な処置があればその記録を管理する。 

  Ｄ．５  設計・開発の検証 

(a) 設計･開発からのアウトプットが、設計･開発へのインプットで与えられている要求

事項を満たしていることを確実にするために、設計･開発の計画に従って検証(設

計･開発の計画に従って、次のプロセスに移行する前に個別業務等要求事項への適

合性の確認を含む)を行う。 

(b) 過去に安全性･信頼性が実証されていない設計は、新設計として必ず検証を行う。 

(c) 検証の結果及び必要な処置があればその記録を管理する。 

(d) 設計･開発の検証は原設計者以外の者又はグループが実施する。 

Ｄ．６ 設計・開発の妥当性確認 

(a) 結果として得られる製品が、指定された用途又は意図された用途に応じた要求事項を

満たすことを確実にするために設計･開発の妥当性確認（実証試験等）を行う。 

(b) 製品の引渡し、又は提供の前に妥当性確認を完了する。機器等の設置後でなければ妥

当性確認を行うことができない場合は、当該機器等の使用を開始する前に妥当性確認

を行う。 

(c) 妥当性確認の結果及び必要な処置があればその記録を管理する。 

Ｄ．７ 設計・開発の変更管理 

(a) 設計･開発を変更する場合は、変更内容を明確にし、記録を管理する。 

(b) 設計･開発の変更に対し、その変更を実施する前に、原則として原設計の設計者、

レビュー者、検証者等の意見を聴取し、レビュー、検証及び妥当性確認を適切に行

う。設計変更のレビュー、検証及び妥当性確認には、その変更が製品を構成する要

素及び既に引き渡されている製品に及ぼす影響評価を含める。 

(c) 設計･開発の変更に対するレビュー、検証及び妥当性確認結果及び必要な処置があ

ればその記録を管理する。 

(d) 設計の変更は、原設計に適用された方法と同じ設計管理の方法により実施する。 

(e) 設計変更の審査及び承認は、原則として原設計の審査及び承認を実施した組織が実

施する。 
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（イ）―Ｅ 輸送容器の製造発注（調達） 

 Ｅ.１ 容器製造者の評価（調達プロセス） 

当社は、調達する製品（物品又は役務等）が規定された要求事項に適合することを確実

にするため、以下を実施する。 

(a) 調達部門は、各活動の重要度に応じて、調達物品等の供給者（調達先）及び調達物

品等に適用される管理の方法及び程度を定める。この場合において、一般産業用工

業品については、調達物品等の供給者等から必要な情報を入手し、当該一般産業用

工業品が調達要求事項に適合していることを確認できるよう管理の方法及び程度を

定める。 

(b) 調達部門は、調達物品等の要求事項に従い、調達物品等を供給する能力を根拠とし

て、調達先を評価し、選定する。調達先の評価、選定については、社内規定等に従

って実施する。 

(c) 調達部門は、調達先の評価、認定、再評価の記録を管理する。 

(d) 調達部門は、偽造品、不正品等を防止するための対策を講じ、偽造品、不正品等を

検出した場合には、関係者へ報告する。 

(e) 調達部門は、製品要求事項への適合に影響を与えるような無理な工程となっていな

いかなど、調達先との連絡調整を円滑に行う。 

Ｅ.２ 容器製造者への品質マネジメントシステム要求事項（調達情報） 

当社は、調達する製品に関する情報を明確にし、調達要求事項が妥当であることを確

認する。 

(a) 調達要求部門は、一般的な契約条項及び次に掲げる調達要求事項から該当する事項

を含む調達文書を作成し、必要に応じ、発注前に組織内外の第三者のレビューを受

け、調達要求事項が妥当であることを確認する。なお、調達文書（購入仕様書）の

標準様式は、社内規定を参照する。 

①調達製品の供給者の業務プロセス及び設備に係る要求事項 

②調達製品の供給者の要員の力量に係る要求事項 

③調達製品の供給者のマネジメントシステムに係る要求事項 

④調達製品の不適合の報告（偽造品又は模造品等の報告を含む）及び処理に係る要 

求事項 

⑤調達製品の供給者が健全な安全文化を育成し、維持するために必要な要求事項 

⑥一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

⑦調達製品の供給者への立入（試験、検査、監査）に関する要求事項 

⑧その他調達製品に必要な要求事項 

(b) 調達要求部門は、調達先が二次調達先を使用する場合、調達要求事項が二次調達先

で適用されることを調達文書で指示する。 
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(c) 調達要求部門は、調達製品を受領する場合、調達製品に関する要求事項への適合状

況を記録した文書を提出させる。  

Ｅ.３ 輸送容器の製作に係る検査及び品質監査による検証（調達製品の検証） 

当社は、調達製品が規定した調達要求事項を満たしていることを確実に確認する。 

(a) 調達要求部門は、調達製品が調達文書に規定した調達要求事項を満たしていること

を立会試験･検査、品質記録確認、受入検査等により確認する。なお、立会検査及び

受入検査は、適切な教育･訓練を受けた者で、顧客の要求等の必要に応じて試験･検

査員認定基準に基づき予め社内で認定された試験･検査員が、適切な環境下において

実施する。 

(b) 調達要求部門は、調達製品の検証を調達先で実施する場合には、その検証の要領及

び調達製品のリリースの方法を調達情報において明確にする。 

(c) 調達要求部門は、公的規格が定められていない特殊な材料について、材料メーカが

発行する材料証明書を受理する際、材料メーカの発行責任者が明確であること及び

品質管理部門等の確認を受けたものであることを確認する。 

(d) 市販品を調達する場合は、調達要求事項を満足していることを評価するとともに、

調達製品を明確に識別できる情報を提示する。 

(e) 調達文書に従って調達する製品の受入に際しては、調達物品に関する要求事項への

適合状況の確認記録を作成し、管理する。 

(f) 管理責任者（工事品質保証責任者）は、調達製品の重要性等を勘案の上、調達部門

と協議を行い、調達先監査を計画、実施する。調達先監査の対象は、各活動に係る

調達先とする。また、調達先において重大な不適合が発生した場合や大幅な組織変

更又は管理要領の変更等調達先のマネジメントシステムに重大な変更がある場合

など各活動の管理責任者が必要と判断した場合は、緊急調査又は特別監査を実施す

る。 
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(イ) ―Ｆ 取扱い及び保守 

  Ｆ．１ 核燃料物質等の輸送容器の管理 

(a) すべての輸送容器は、発送前点検（外観、線量率、表面密度等）を行う。 

(b) 当社で繰り返し使用する輸送容器（L型、A型等）については、社内規定に従って

使用の都度、使用前点検を実施し、その記録を管理する。 

(c) 国（監督官庁）の承認を受けた輸送容器は、社内規定に従って定期点検を１年以内

に実施し、その記録を管理する。 

(d) 輸送容器の取扱い（受入、内容物の収納／取出、搬出）は、手順書に基づき実施す

る。 

(e) 輸送容器の取扱い上重要な工具･検査機器は、定期的又は使用前に校正及び調整を

行い、その校正記録を確認して使用する。 

(f) 輸送容器の取扱い上重要な工具･検査機器の使用中あるいは使用後に、工具･検査機器

が校正外れとなっていることや、事前に調整した精度等が許容範囲外であることが

判明した時は、作業･検査結果の妥当性を再評価し、記録を管理する。妥当性

評価の結果、問題があると判断された場合は、その取扱いについて速やかに

顧客及び関係部門と協議する。 
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（イ） －Ｇ 測定、分析及び改善 

Ｇ.１ 内部品質監査（内部監査）  

当社は、主要業務のプロセスを含むマネジメントシステムが「品質・環境・安全衛生

マニュアル」及び関連規定の要求事項に適合し、効果的に実施、維持されていることを

確認するため、予め定められた間隔で内部監査（定期監査）を実施する。 

Ｇ．１．１ 内部監査プログラム 

当社は、内部監査の計画及び実施、記録の作成及び結果の報告に関する責任、並びに

以下の要求事項を含めて、内部監査の実施要領を各活動で別途規定する。 

(a) 内部監査の判定基準、監査範囲、頻度、方法及び責任を定める。 

(b) 内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセス等の領域の状態及び重要性並

びに従前の監査の結果を考慮して内部監査の対象を選定し、内部監査実施計画を策

定し、監査を実施することにより、内部監査の実効性を維持する。内部監査の対象

には、各活動の管理責任者を含める。 

(c) 内部監査を行う要員（以下、内部監査員という）の選定及び内部監査の実施におい

て、客観性及び公平性を確保する。 

(d) 監査員又は管理者に自らの業務または管理下にある業務に関する監査をさせない。 

(e) 監査及びその結果の記録を作成し、管理する。 

(f) 内部監査の結果は、被監査部門の管理者に通知し、不適合の通知を受けた管理者は、

不適合を除去するための措置及び是正処置を実施するとともに、当該措置の有効性

を評価する。 

Ｇ.２ 不適合品の管理（不適合の管理） 

不適合とは「要求事項を満たしていないこと」であり、要求事項とは「明示されてい

る、通常、暗黙のうちに了解されているは、義務として要求されている、ニーズ又は期

待」のことである。 

(a) 製品要求事項に適合しない製品が誤って使用される、又は顧客に引き渡されること

を防ぐため、不適合製品を識別し、管理する。 

(b) 不適合の処理に関する管理（不適合を関連する管理者に報告することを含む）及び

それに関連する責任及び権限を規定する。 

(c) 不適合に係る記録を作成し、関連する管理者に報告する。 

(d) 該当する場合には、次の一つ又はそれ以上の方法で不適合を処理する。 

①検出された不適合を除去するための措置をとる。 

②当該の権限を持つ者又は顧客が不適合製品に対し、特別採用によって合格と判定

するか、または、不適合製品の使用、リリースを許可する。 

③本来の意図された使用又は適用ができないような措置をとる。 

④引渡し後、又は使用開始後に不適合製品が検出された場合には、その不適合によ
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る影響又は起こり得る影響に対して適切な措置をとる。 

(e) 不適合を除去するための措置を実施した場合には、個別業務等要求事項への適合性

を実証するための検証を行う。 

(f) 不適合の内容の記録、及び当該不適合に対して実施した特別採用を含む措置に係る

記録を作成し、管理する。 

(g) 顧客の要求事項に基づき、顧客への報告を必要とする不適合の範囲及び重大不適合

として管理すべき不適合の範囲を規定する。  

(h) 管理責任者は、不適合の報告、不適合措置、是正処置(再発防止対策を含む)等の不

適合管理が適正に実施されることを記録を作成して管理する。 

当社の不適合管理の実施要領を各活動で別途規定する。  

Ｇ．３ 是正処置及び予防処置 

Ｇ．３．１ 是正処置 

当社は、継続的改善の一環として、不適合の再発防止のため、起こった不適合の原因

を除去する処置をとり、記録を作成して管理する。 

是正処置は、発見された不適合の持つ影響度に応じた適切なものとして、以下の事項

を実施する。 

(a) 不適合（顧客からの苦情を含む）の内容確認（情報の収集、整理及び技術的、人的、

組織的側面の考慮を含む） 

(b) 不適合の原因の特定（必要に応じて、日常業務のマネジメントや安全文化の弱点の

ある分野及び強化すべき分野との関係を整理することを含む） 

(c) 不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性の評価 

(d) 必要な処置の決定、変更及び実施（必要に応じて、マネジメントシステムの変更を

含む。） 

(e) 実施した処置の結果の記録 

(f) 実施した処置の実効性の評価 

Ｇ．３．２ 予防処置（未然防止処置） 

当社は、継続的改善の一環として、管理者が業務遂行上の情報等から異常を検知、又

は予知し、不適合発生可能性を独自に判断/予知した場合には、起こり得る不適合の原

因を除去する処置をとり、記録を作成して管理する。未然防止処置は、起こり得る問題

の影響度に応じた適切なものとして、以下の事項を実施する。 

(a) 起こり得る不適合及びその原因の特定 

(b) 不適合の発生を未然防止するための処置の必要性の評価 

(c) 必要な処置の決定及び実施 

(d) 実施した処置及びその結果の記録 

(e) 実施した処置の実効性のレビュー  
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